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１ はじめに 

 

 観光は、産業の裾野が非常に広く、大きな経済波及効果を創出するものである。人

口減少、少子高齢化が進む中、観光振興に取り組むことにより、交流人口を拡大し、

消費と雇用を生み出すことは、地方創生の観点からも、非常に重要である。 

また、県内各地域において、地域の観光資源を磨き上げることを通じて、自らの地

域に誇りと愛着を持つようになり、それらの観光資源をつないで観光振興に取り組ん

でいくことは、活力にあふれた地域社会を作っていくことにもつながっていく。 

 福岡県においては、平成２９年の県内への入国外国人数が約３１９万人（平成２５

年比で３．４倍）、延べ宿泊者数は約１，７００万人（平成２５年比で１．２倍）とな

っており、いずれも国全体より高い伸び率を示している。 

 さらに、今後についても、２０１９年のラグビーワールドカップや２０２０年の東

京オリンピック・パラリンピックなど大規模な国際イベントが控えており、国内外か

ら多くの観光客が福岡県を訪れることが見込まれている。 

 こうした機会をとらえ、さらなる観光需要の増加に向けて、福岡県が果たすべき役

割、取り組むべき施策、そして施策を推進するために必要となる財源確保策を検討す

るため、本年７月、「福岡県観光振興財源検討会議」が設置された。 

 本検討会議では、これまでに４回の会議を開催し、①福岡県観光の現状と課題、②

観光振興に必要な施策、③各種財源の比較検討、④財源確保策のあり方に関し、事実

について共通認識を得る「知る段階」、与えられた課題の解決策を議論する「考える段

階」、それらの議論をとりまとめる「まとめの段階」と、徐々に検討のステージを上げ

ながら議論を進めてきた。この度、これまでの検討の結果を報告書としてとりまとめ

た。 

 

  



2 

 

２ 福岡県観光の現状と課題 

 

 （１）福岡県観光の現状 

   ① 福岡県への入国外国人数の状況 

     平成２９年における、クルーズ船客を含む福岡県への入国外国人数は、約３１９

万人で、前年比約２割増、平成２５年比では３．４倍と急増している。      

     入国外国人の国籍・地域別割合について、福岡県と全国の割合を比較すると、福

岡県は韓国の割合が高い（福岡：５２％、全国：２５％）。一方で、欧米豪（福岡：

２％、全国：１３％）、中国（クルーズ船客を除く）（福岡：６％、全国：１９％）な

どは割合が低い。 

     また、福岡県の特徴として、クルーズ船客（主な国籍は中国）の入国外国人数に

占める割合が２２％で、全国の８％に比べ非常に高い。 

 

〔図表１〕福岡県への入国外国人数の推移（国籍・地域別） 

出典：法務省「出入国管理統計」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 福岡県の宿泊者数の状況 

平成２９年における、福岡県の延べ宿泊者数は約１，７００万人泊で対前年比３％

増、平成２５年比では、２１．６％増で、全国の９．４％増をはるかに上回る。 

特に、平成２９年の外国人宿泊者数は、約３１１万人泊で対前年比１６．４％増、平

成２５年比で３倍強の大きな伸びとなっている。 

一方、平成２９年の入国外国人数約３１９万人のうち、宿泊を伴わないクルーズ船客

数を除く入国外国人数は約２５０万人であることから、入国外国人数の１人当たりの

宿泊日数は約１．２日と、福岡県での滞在期間が短いという状況にある。 
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〔図表２〕延べ宿泊者数の推移（福岡県・全国） 

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」                  （単位：人泊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③ 旅行者の周遊の状況 

    ア 県内の周遊 

従業員１０人以上の施設における、平成２９年の延べ宿泊者数を地域別に見ると、

福岡市への宿泊者が全体の４７％、北九州市への宿泊者が全体の１２％と、政令市

への宿泊者が全体のおよそ６割を占めていることがわかる。（参考図表１） 

一方で、旅行者は宿泊地だけに留まることなく、様々な観光地を周遊しているこ

とが想定されることから、県が実施したアンケート調査に基づく分析を行った。（参

考図表２） 

その結果、福岡市宿泊者の６４．７％、北九州市宿泊者の４６．３％が、宿泊地

以外の太宰府天満宮（太宰府市）、宗像大社（宗像市）、柳川市や旧伊藤伝右衛門邸

（飯塚市）等の観光地を訪れるなど、県内を広域的に周遊していることが明らかと

なった。 

 

    イ 九州内の周遊 

特に海外からの誘客を図る上では、福岡県だけでなく、九州全体を周遊してもら

うような取組みを進めることが有効ではないか、その際、福岡県においては、ゲー

トウェイ、拠点としての機能を果たしていくべきではないかとの観点から、訪日外

国人の九州内における流動状況について確認を行った。（参考図表３） 

国土交通省が整理したデータによると、福岡県から他県へ移動を行った外国人の

約７８．９％が九州各県を訪問し、また、他県から福岡県へ移動を行った外国人の

約７４．８％が九州各県からの訪問となっている。 

次に、九州内の主要空港における就航状況を比較すると、福岡空港が国内線・国

際線ともに路線数、便数で他の空港を大きく上回っており、福岡県が九州のゲート

ウェイ機能としての役割を果たしていることがわかる。（参考図表４） 

対前年
伸び率

対前年
伸び率

対前年
伸び率

対前年
伸び率

総数
13,986,570 15,232,160 108.9% 16,143,170 106.0% 16,475,930 102.1% 17,001,170 103.2% 121.6%

うち
日本人宿泊者 13,086,530 13,874,860 106.0% 13,783,470 99.3% 13,801,820 100.1% 13,889,100 100.6% 106.1%

うち
外国人宿泊者 900,040 1,357,300 150.8% 2,359,700 173.9% 2,674,110 113.3% 3,112,070 116.4% 345.8%

総数
465,893,370 473,501,950 101.6% 504,078,370 106.5% 492,485,160 97.7% 509,596,860 103.5% 109.4%

うち
日本人宿泊者 432,397,640 428,677,350 99.1% 438,463,770 102.3% 423,096,220 96.5% 429,906,270 101.6% 99.4%

うち
外国人宿泊者 33,495,730 44,824,600 133.8% 65,614,600 146.4% 69,388,940 105.8% 79,690,590 114.8% 237.9%

福岡県

全国

H25→29
伸び率

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年平成25年
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   ④ 観光消費額の状況 

     県内の観光消費額は順調に増加しており、平成２９年に１兆円を突破している。 

特に、外国人旅行者の消費額増加が顕著であり、平成２５年比で約５．４倍に増加

している。 

 

〔図表３〕福岡県の観光消費額の推移 

出典：法務省「出入国管理統計」、観光庁「旅行・観光消費動向調査」を基に事務局に 

おいて推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑤ 訪日外国人のニーズ 

     観光庁が実施したアンケートによると、訪日外国人が次回の来日時にしたいこと

として多く寄せられた回答は、従来から人気の高い「日本食を食べること」や「ショ

ッピング」の他、「四季の体感」、「自然体験ツアー・農漁村体験」、「日本の歴史・伝

統文化体験」など、体験型観光を求める回答が多くなっている。（参考図表５）外国

人旅行者の誘客を図る上で、体験型観光資源の開発が重要なポイントの一つとなる

ことが考えられる。 

 

 （２）福岡県の観光振興にかかる課題 

   ① 旅行者と地域住民双方に負担感の無い受入環境の充実 

    ア 外国人旅行者が旅行中に困ったこと 

福岡県における観光に関する課題を明らかにするため、県が実施した外国人旅行

者を対象としたアンケート調査によると、無料公衆無線 LAN（フリーWi-Fi）環境、

多言語表示・スタッフとのコミュニケーション等多言語対応、公共交通の利用、ク

レジット及びデビットカードの利用などについて困ったという回答の割合が高く、

旅行者の受入環境の充実を図ることが求められていることが分かった。（参考図表

６） 
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    イ 旅行者の行動が地域住民の生活へ与える負担の軽減 

近年、特に外国人旅行者が急増したことに伴い、大型バス駐車場の不足による渋

滞の発生やトイレの使用、ごみの捨て方、神社での参拝方法など生活習慣や文化の

違いによる受入側の地域住民との間での摩擦が生じており、観光地の自治体や事業

者、地域住民に大きな負担がかかっている。観光の持続可能性の観点から、こうし

た負担の軽減を図ることが必要である。 

 

   ② 観光消費額単価の向上 

     旅行者の増加に伴い、観光消費額の総額は増加しているが、一方で、観光客一人

当たりの消費額単価を全国平均と比較すると、訪日外国人の観光消費額は、全国の

約１５万円／人に対して福岡県は１０万円弱／人と、低水準に留まっている。（参考

図表７） 

その要因として、福岡県への外国人旅行者が、滞在日数の比較的短い韓国からの入

国者と滞在を伴わないクルーズ船客に偏っていること、高額消費を行う傾向が高い

中国からの個人旅行客や長期間滞在する欧米豪の旅行者が少ないことが考えられる。 

こうしたことから、今後、中国からの個人旅行や、欧米豪からの誘客を促進する取

組み、旅行者の滞在期間を延ばすための取組みが求められる。 
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３ 福岡県の観光振興に必要となる施策 

  福岡県観光の現状と課題を認識した上で、福岡県が策定した「福岡県観光振興指

針」の基本的な考え方に沿って、福岡県としてどういった施策に注力すべきか、ま

た、新たに取り組む必要がある施策について議論した。 

 

 （１）「福岡県観光振興指針」における基本的考え方 

     福岡県では、少子高齢化が進む中、地方創生の観点から、観光を重要な産業とし

て位置づけ、地域の観光資源の魅力を向上させるとともに、心温まるおもてなしで

観光客の満足度を高めることにより、県内各地に一人でも多くの観光客を呼び込み、

消費と雇用を生み出すために、県を挙げた観光振興の取組みを強力に進めることが

必要との考えから、平成２９年７月、「福岡県観光振興指針」が策定されている。 

     この指針では、観光振興の基本的な考え方として、以下の４本の柱を設定し、柱

ごとに施策の方向性が示されている。（参考図表８、９） 

【「福岡県観光振興指針」における観光振興の基本的考え方（４本の柱）】 

 ① 観光資源の魅力向上 

 ② 受入環境の充実 

 ③ 効果的な情報発信 

 ④ 観光振興の体制強化 

 

 （２）「福岡県観光振興指針」に基づく現状の取組み 

     福岡県では（１）で示した４つの基本的考え方及び施策の方向性に基づき、平成

３０年度の観光関連予算として、総額約２０億３，５６６万円が計上されている。

（参考図表１０） 

 

 （３）観光振興に係る福岡県の役割 

【観光振興に関して県が果たすべき役割】 

① 広域的な観点からの観光振興施策の実施 

② 観光地づくりの核となる組織体制の強化 

③ 市町村が実施する観光振興施策への財政的支援 

 

   ① 広域的な観点からの観光振興施策の実施 

     ２章（１）－③で示したとおり、福岡県を訪れる旅行者は、県内、九州内各地を広

く周遊しており、これらの旅行者の満足度向上、滞在日数の増加を図るためには、

県全体に点在する観光資源を俯瞰し、観光の主体を繋ぐコーディネーター的な役割

が県には期待されている。 
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具体的には、点在する観光資源を結びつけ、市町村域、県域をまたがった広域観光

ルートの整備、欧米豪からの誘客促進に必要となる体験型観光の一体的な開発等が

求められる。 

     また、旅行者の受入環境の充実を図る取組みには、旅行者を広域的に周遊させる

ための観光案内サービスの充実や多言語対応コールセンターの設置等、面として整

備すべきものも存在する。 

     こうした点を踏まえ、県においては、九州各県、市町村、民間事業者等とも連携

を図りながら、広域的な観点から施策を実施することが求められている。 

   ② 観光地づくりの核となる組織体制の強化 

     観光地づくりの取組みを進めるためには、それを推進する組織づくりとその組織

の中核となる人材を育成し、継続的に確保することが重要であると考える。 

     観光協会の強化やＤＭＯ設立に向けた支援の充実に加え、観光推進組織が戦略を

もって観光地づくりに取り組むための基礎となる観光統計の整備、そして観光に関

わる人材の確保や育成に向けた支援を実施することが求められている。 

   ③ 市町村が実施する観光振興施策への財政的支援 

     県が実施した調査によると、市町村が県に求める役割として、「観光振興を進める

ための取組みへの財政的支援」、「観光振興の体制強化に対する支援」を求める回答

が多い。（参考図表１１） 

     多くの市町村は、観光振興により地域の雇用をつくり、経済を活性化しようとし

ているが、総じて財政が厳しい状況にある。 

一方、旅行者が多く訪れることにより、地元住民の生活に支障が生じ、その対策に

予算を充てている市町村もある。 

     こうした市町村の意見や次の（４）で示す市町村が果たすべき役割を考えると、

県においては、安定性、継続性のある観光振興財源を確保した上で、市町村が地域

の課題や観光振興の実状に沿って、創意工夫により実施する様々な観光振興施策へ

の財政的支援の充実を図るべきである。 

 

 （４）観光振興に係る市町村の役割 

【観光振興に関して市町村が果たすべき役割】 

① 地域の観光資源の磨き上げや受入環境の充実 

② 旅行者が地域住民の生活に与える影響の緩和 

 

   ① 地域の観光資源の磨き上げや受入環境の充実 

市町村においては、自然、歴史、文化等の地域の観光資源に最も近い基礎自治体と

しての強みを活かし、地域の観光資源を、その地域で観光に携わる者と連携・協力し、

発掘し、磨き上げていくことが求められている。また、個々の観光地や観光施設にお

ける受入環境を整備し、旅行者の満足度を高める取組みも求められる。 
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   ② 旅行者が地域住民の生活に与える影響の緩和 

旅行者が訪れることにより、住民生活にどのような影響が生じているか、その課題

の発生している場所に近い、基礎自治体である市町村において把握した上で、住民の

声を聴き、住民とも協議しながら、その地域に最も適切な解決方法を見出すことが求

められる。 

 

 （５）福岡県の観光振興に必要となる施策と事業規模 

     観光に関する現状と課題や観光振興にかかる県及び市町村の役割、さらに市町村

や民間事業者が県に対して求める役割・施策等を踏まえ、「福岡県観光振興指針」の

基本的考え方（４本の柱）に沿って、他県における先進的な事例も参考にしながら、

福岡県が今後の更なる観光振興に向けて新たに、あるいは拡充して実施するべき施

策と、その事業規模の大枠をとりまとめた。また、市町村における施策についても、

その役割を県の指針の考え方に沿ってとりまとめた。（参考図表１２） 

     これは、現時点で想定される施策の大枠を示したものである。実際に施策を展開

する際には、市町村、関係者等からも意見を聴取した上で、実態に沿った施策が展

開されることが望ましい。 

     また、市町村への財政的支援については、観光振興に係る現状と課題、そして重

点的に取り組むべき施策が市町村によって異なることから、市町村がその実状を踏

まえ、新たに、あるいは拡充して実施する施策に活用できる市町村交付金として交

付されることが望ましい。 
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   ○福岡県が取り組む必要がある観光振興施策（概要イメージ） 

【福岡県が主体となって取り組むべき施策（主なもの）】 

＜観光資源の魅力向上＞ 

 ○市町村や民間事業者と連携して取組む観光地づくり 

 ○広域サイクリングルートの路面標示等の新規整備 

 ○体験型観光プログラムの造成・販売支援 

＜受入環境の充実＞ 

 ○空港の観光案内所の整備・運営支援 

 ○宿泊施設の洋式化、バリアフリー化等の施設改修費支援 

 ○多言語コールセンターによる災害時等における外国人旅行者への情報提供 

＜効果的な情報発信＞ 

 ○県内での広域周遊・滞在を促すための宿泊助成 

 ○航空会社等と連携した欧米豪からのインバウンド誘客キャンペーン 

＜観光振興に係る体制の強化＞ 

 ○ビッグデータを活用したマーケティング 

 ○観光地域づくりに係る専門家による研修の開催、ＤＭＯ設立支援の充実 

 
 

【市町村が主体となって取り組むべき施策（主なもの）】 

＜観光資源の魅力向上＞ 

 ○自然、歴史、文化等の観光資源開発に向けた取組みへの支援 

 ○観光の核となる施設整備に対する支援 

＜受入環境の充実＞ 

 ○観光地の公衆トイレ、観光案内板、観光案内所整備等への支援 

 ○住民生活との調和を図るための施策 

＜効果的な情報発信＞ 

 ○国内外からの誘客に向けたプロモーションへの支援 

＜観光振興に係る体制の強化＞ 

 ○観光協会の体制強化に向けた取組みへの支援 
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４ 福岡県の財政状況 

  観光振興財源の確保策を検討するに当たって、福岡県の財政状況について議論し

た。 

 

（１）歳入・歳出の状況 

福岡県では、平成９年度以降、５次にわたり財政改革に関する計画を策定し、人件

費の抑制、事務事業の見直し、社会保障費の増加の抑制、財政収入の確保など、財政健

全化への積極的な取組みが行われている。 

近年の財政状況の推移を見ると、歳入面では、県税収入が地方消費税率の引上げや

景気が回復基調にあることなどにより増加する一方、それに伴い地方交付税が減少傾

向にある。 

歳出面では、社会保障関係費の増嵩、公債費の増大など、義務的に支出する経費の

割合が高くなっている。 

 

【図表４】歳入・歳出規模（普通会計）の推移（平成２６年度～３０年度） 

 

（２）財政改革の状況 

厳しい財政環境の中、活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出、

安心して子育てができる社会の実現が盛り込まれた「福岡県総合計画」等に基づき、

多様な県民ニーズに応じた新規施策が実施されるためには、その財源を確保するこ

とが重要である。 

このため、福岡県では、平成２９年２月に「福岡県財政改革プラン２０１７」が策

定され、これに基づき、定員削減等による人件費の抑制、必要性や効果の低い事務事

業の見直し、医療費の適正化等による社会保障費の増加の抑制、県単独公共事業の
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抑制（２％程度）による建設事業の重点化、未利用県有地の計画的売却等による財政

収入の確保といった財源捻出のための改革が実行されている。（参考図表１３） 

なお、事務事業の見直しにあたっては、施策の透明性の向上、成果重視の行政への

転換、県民の行政に対する信頼性の向上を図る観点から、外部委員による「福岡県行

政改革審議会」において改廃を含む事業の評価を活用するなど、徹底した事務事業

評価が実施されている。 

 

（３）今後の財政見通し 

県債残高は、地方財政の財源不足のために発行を余儀なくされている臨時財政対

策債の増加などにより、平成３０年度末には、一般会計予算規模の２倍強の３兆６

千億円を超える見込みである。また、予期しない税収減や災害発生による支出増な

どへの対応に必要な財政調整基金等三基金残高は、平成２６年度をピークに減少傾

向にある。 

今後を展望すると、高齢化の進展に伴う社会保障費、県債の償還のための公債費

など義務的に支出する経費の増大により、上記の改革措置を行ってもなお、依然と

して厳しい財政状況が継続することが見込まれている。 

 

【図表５】県債残高及び財政調整等三基金の推移 
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５ 新たな財源確保策のあり方 

３章に示すとおり、福岡県が今後の更なる観光振興に向けて新たにあるいは拡充して

実施するべき施策、その事業規模の大枠、そして市町村における施策について、「福岡県

観光振興指針」の基本的考え方に沿って検討した。こうした施策をスピード感をもって

強力に進めていくために、どういった財源確保手法があり得るのかについても、議論を

深めた。 

  

（１）福岡県が観光振興に取り組む必要性 

     観光は、産業の裾野が非常に広く、大きな経済波及効果を創出するものである。

人口減少、少子高齢化が進む中、観光振興に取り組むことにより、交流人口を拡大

し、消費と雇用を生み出すことは、地方創生の観点からも、非常に重要な取組みで

ある。 

     また、その土地が観光地として評価される際、治安などを含めた「地域の総合力」

が評価のポイントの一つとなっており、そういった観点から、行政サービスを担う

県の役割は非常に大きい。 

     さらに、県内各地域において、地域の観光資源を磨き上げることを通じて、自ら

の地域に誇りと愛着を持つようになり、それらの観光資源をつないで観光振興に取

り組んでいくことは、活力にあふれた地域社会を作っていくことにもつながってい

く。 

     これらの点に加え、福岡県には九州観光のゲートウェイとして、九州全体の観光

を牽引する役割を果たすことが求められている。県においては、こうした社会的要

請があることを強く認識し、県を挙げたさらなる観光振興に取り組むことにより、

県全体、ひいては九州全体の活性化の原動力となることが期待される。 

 

 （２）新たな財源確保策を検討する必要性 

     上述の観点から、３章で示した新たな観光振興施策について、積極的に取り組む

べきであるが、４章で述べたとおり、県においては、「福岡県財政改革プラン２０１

７」に沿って、毎年度、事務事業見直し等の取組みが行われているものの、財政は依

然として厳しい状況にあり、新たな観光財源を既存財源から安定的かつ継続的に確

保することは難しい状況である。 

     こうした状況を鑑み、新たな財源確保策についての検討を行うこととした。 

     なお、新たな財源確保策を講じることとなった際には、その財源は新たな施策、

あるいは既存施策の拡充に充てるべきであり、既存事業の単なる財源の振り替えと

ならないよう、使途の面においても、関係者の意見を聞くなどして評価していくべ

きである。 

 

 

 



13 

 

 （３）他自治体における財源確保の事例 

     財源確保の取組みとして、他の自治体では、東京都や大阪府の宿泊税や太宰府市

の歴史と文化の環境税（駐車場利用への課税）など、地方税法における課税自主権

を活用した独自の法定外税を創設している事例や、富士山における保全協力金や別

府市が平成２９年に実施したクラウドファンディングなど、任意で寄附金等を徴収

し、特定の目的の達成のために活用している事例などがある。（参考図表１４、１５、

１６） 

 （４）負担を求める対象の検討 

     観光振興財源の負担を求める対象を、次の観点から検討した。 

     ① 地方公共団体が提供する様々な公共サービスにより地域の秩序が維持されて

おり、旅行者についてもその恩恵を享受し安心して訪れることができている。 

     ② 地方公共団体が実施する国内外の旅行者の受入に向けた環境整備等による受

益は旅行者が受けている。 

     以上の点を踏まえ、応益負担の考え方に基づき、旅行者に対し一定の負担を求め

ることは適当であるとの考えから、旅行者を対象とした財源確保策を検討すること

とした。 

     なお、福岡県を訪れる旅行者には、観光目的の旅行者だけでなく、ビジネス客も

多く含まれることから、財源の使途として、旅行目的に関わらず、旅行者が幅広く

利益を享受する施策についても検討が必要ではないかと考えられる。 

 （５）財源確保の手法の検討 

     財源確保の手法について、次の観点で比較検討を行った。（参考図表１７） 

① 福岡県の観光振興に必要な新たな財政需要を、安定的かつ継続的に確保する

ことが可能か。 

② 観光振興施策や公共サービスの受益者である旅行者について、その受益者を

個別に特定し受益の範囲を明らかにすることが難しいことを踏まえ、適当な財

源確保手法は何か。 

     新たな観光振興施策について、必要となる規模を一過性の取組みとせず安定的・

継続的に実施する必要があること、施策実施による受益者は広範囲にわたることが

想定され、受益者を広く設定することが望ましいことから、財源確保の手法につい

ては「地方税」とし、地方公共団体の特殊事情を勘案して設けることが出来る「法定

外税」、さらには「観光振興」という特定の目的の実現のために課す「法定外目的税」

が最も適していると考えられる。 

     なお、確保した財源については、使途を観光振興に限定するための管理・執行方

法を検討する必要があると考えられる。 
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 （６）課税対象とする観光行動の検討 

     旅行者が福岡県を訪れた際に行う宿泊や公共交通機関の利用、飲食等、様々な観

光行動のうち、いずれの行動を課税対象とするべきか、次の観点で比較検討を行っ

た。（参考図表１８） 

① 課税対象となる旅行者を一定程度捕捉することが可能か。 

② 課税に係る行政（徴税）コストを低く抑えることが可能か。 

 

     目的税として課税客体を捕捉できるかについては、宿泊行為以外は一般客（県民）

の日常利用も多く、課税客体の捕捉が困難であること、宿泊施設は比較的事業所数

が限られており、課税捕捉に係る行政（徴税）コストを抑えることができることか

ら、宿泊行為に対して課税することが適当ではないかと考えられる。 
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６ 宿泊税の制度設計 

   本検討会議では、宿泊税を課するとした場合の制度設計についても考察を行い、制度

の概要についてとりまとめを行った。その結果を以下に示す。しかしながら、これはあ

くまでも制度の基本的考え方を示すものである。 

今後、県において税の詳細な制度設計を行う際には、本検討会議での意見や関係者と

なる特別徴収義務者等の意見を十分に勘案し、課税に関わる様々な課題を考慮した適切

な制度を作り上げていくことを期待する。 

 

 （１）納税義務者の検討 

     どのような形態の宿泊施設への宿泊者に対し課税するべきか、また、課税免除と

する対象を設定するべきか、先行して宿泊税を導入している（導入予定がある）自

治体の事例を参考に検討した。 

 【図表６】先行自治体における納税義務者の設定状況 

自治体名 東京都 大阪府 京都市 金沢市 

納税義務者 
ホテル、旅館の宿

泊者 

ホテル、旅館、簡易宿

所、民泊、特区民泊の

宿泊者 

ホテル、旅館、簡易宿

所、民泊の宿泊者 

ホテル、旅館、簡易宿

所、民泊の宿泊者 

課税免除 なし なし 

修学旅行等の学校行

事（大学を除く）に係

る宿泊 

なし 

 

    ① 宿泊客は、宿泊施設の形態に関わらず行政サービスを一定程度享受しているこ

とから、簡易宿所、民泊及び特区民泊の宿泊者を納税義務者としないことは、公

平性の観点から適切ではない。 

    ② 本検討会議において、「宿泊税を導入する場合、民泊も含め不公平感のない形に

してほしい」という意見が出されている。 

 

     以上のことから、ホテル、旅館、簡易宿所、民泊、特区民泊の宿泊者を対象とする

べきであると考えられる。 

     なお、課税免除の対象については、先行自治体において対応が異なっており、誘

客への影響や宿泊事業者等にとっての事務負担等も考慮に入れ、慎重に検討するべ

きである。 

 

 （２）免税点の検討 

     宿泊税に免税点（一定金額以下は課税の対象とならない場合のその一定金額）を

設けるべきか、先行自治体の事例を参考に検討した。 
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 【図表７】先行自治体における免税点の状況 

東京都 大阪府 京都市 金沢市 

１万円 １万円 なし なし 

   ※ 宿泊料金は素泊まり料金 

 

    ① 宿泊客が享受する行政サービスの受益の程度は宿泊料金にかかわらず同等であ

ることから、広く課税し公平性を確保することが適当である。 

    ② 宿泊客は宿泊以外にも移動や物・サービスの購入等、様々な場面で消費してお

り、一定の担税力を有すると考えられる。 

 

     以上のことから、免税点を設けないことが適当であると考えられる。 

 

 （３）税率の検討 

   ① 税率区分 

     宿泊料金に応じた税率区分を設けるべきか、先行自治体の事例を参考に検討した。 

 【図表８】先行自治体における税率区分の設定状況 

東京都 大阪府 京都市 金沢市 

10～15 千円未満 100 円 

15 千円～    200 円 

 

10～15 千円未満 100 円 

15～20 千円未満 200 円 

20 千円～    300 円 

  ～20 千円未満 200 円 

20～50 千円未満 500 円 

50 千円～   1,000 円 

  ～20 千円未満 200 円 

20 千円～    500 円 

 

H30 税収：約 25 億円 H30 税収：約８億円 税収：約 46 億円 税収：約７億円 

   ※ 宿泊料金は素泊まり料金 

    ア．宿泊客が享受する行政サービスの受益の程度は宿泊料金にかかわらず同等であ

ることから、一律の税率で課税し公平性を確保することが適当である。 

    イ．特別徴収義務者となることが想定される宿泊事業者等にとって簡素な制度とす

ることが望ましい。 

     以上のことから、税率区分を設けず、一律の税率とすることが適当であると考え

られる。 

 

   ② 税率 

     税率をどのように設定するべきか、先行自治体の事例を参考に検討した。 

 

    ア．新たな観光振興施策に要する事業の規模（約３６億円）を確保することが可能

であること。 

    イ．東京都及び大阪府の最低税率（１００円）や京都市及び金沢市の最低税率 

（２００円）と比較し、納税者にとって過重な負担ではないと考えられること。 
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     以上のことから、税率については、一律２００円とすることが適当ではないかと

考えられる。 

     【税収見込：３６億円／年（２００円×１，８００万人泊）】 

 

     なお、３章で示した観光振興に必要となる施策として、市町村に対する支援に要

する経費が１８億円程度見込まれている。 

宿泊税については、観光地と宿泊地が異なる場合の受益と負担の関係、特別地方消

費税として飲食・宿泊行為に対し県税として課税していたという地方税の仕組み、税

源の偏在性等を考慮すると、県税として課税した上で、税収の半分を交付金として配

分するなど、県と市町村の事業主体に応じた配分を検討することが必要ではないか。 

ただし、今後、課税自主権に基づき市町村が独自に宿泊税を導入する場合には、旅

行者に過重な負担が生じないよう、例えば、下図右側で示すように当該市町村内で

は、県主体事業分の金額のみ徴収することとした上で、当該市町村には交付金を配分

しないなどといった特例措置を検討するなど、慎重に検討することが必要ではない

か。 

 【図表９】市町村が独自に宿泊税を導入した場合の課税イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）徴収方法、特別徴収義務者の検討 

     徴収方法や特別徴収義務者をどのようにするべきか、先行自治体の事例を参考に

検討した。 

 【図表１０】先行自治体における徴収方法の設定状況 

東京都 大阪府 京都市 金沢市 

特別徴収 

（特別徴収義務者（宿泊事業者等）が宿泊者

から宿泊税を徴収し、納入する） 

 

同左 同左 同左 

 

原則  例外（市町村が課税する場合：不均一課税）

福岡県税：200円／人・泊
当該市町村以外

福岡県税：200円／人・泊
当該市町村内

福岡県税：100円／人・泊

県宿泊税　100円
＜市町村主体事業分＞
（市町村への交付金)

県宿泊税　100円
＜市町村主体事業分＞
（市町村への交付金)

市町村宿泊税　x円

県宿泊税　100円
＜県主体事業分＞

県宿泊税　100円
＜県主体事業分＞

県宿泊税　100円
＜県主体事業分＞

＜参考案＞ 
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    ① 全ての宿泊税導入先行自治体において、徴収方法を特別徴収とし、特別徴収義

務者を宿泊事業者等としている。 

    ② 個々の宿泊者から徴収することは困難であり、宿泊事業者等による特別徴収以

外は現実的ではない。 

 

以上のことから、徴収方法は特別徴収とし、特別徴収義務者は宿泊事業者等とする

ことが適当であると考えられる。 

 

 （５）課税を行う期間の検討 

     課税を行う期間をどのように設定するべきか、先行自治体の事例を参考に検討し

た。 

 【図表１１】先行自治体における税制度のあり方についての検討頻度 

東京都 大阪府 京都市 金沢市 

５年ごと 同左 同左 同左 

    ① 全ての宿泊税導入先行自治体の宿泊税条例において、５年ごとに税制度のあり

方の検討を実施する規定がある。 

    ② 本検討会議においても、「税を導入するのであれば期限がある制度とすることが

望ましい」という意見が出されている。 

    ③ 京都市では、条例施行後の状況を早急に把握し、適切に対応するため、早期に

検証することとされている。 

     以上のことから、税制度のあり方について、５年ごとに慎重に検討することが適

当であると考えられる。ただし制度開始当初は３年程度で検証することが適当であ

ると考えられる。 

 

 

 

 

  



19 

 

７ おわりに 

 

 この検討会議では、福岡県が今後、県を挙げたさらなる観光振興に取り組み、地域

の観光資源の磨き上げを通じた活力ある地域社会づくりを実現するために、どのよう

な取組みを進めるべきか、そして、そのために必要となる財源確保策のあり方につい

て、福岡県の観光の現状と課題を整理し、他自治体等における事例の分析や関係者か

らの意見聴取などを行いながら、議論を進めてきた。 

 これまでの会議における議論の結果、福岡県は以下の３つの役割に沿った施策に取

り組む必要があること、具体的な施策を進めるにあたっては、施策の重複が生じない

よう市町村や関係団体等との間でしっかり調整することを提言した。 

 ① 広域的な観点からの観光振興施策の実施 

 ② 観光地づくりの核となる組織体制の強化 

 ③ 市町村が実施する観光振興施策への財政的支援 

 また、これらの役割に沿った施策を迅速化させるために必要となる、安定的、継続

的な観光振興財源確保のあり方についても熟議を積み、福岡県において「宿泊税」を

導入することが適当であること、そしてその制度の基本的考え方についても提言した。 

 今後、福岡県におかれては、この報告書を受けて、宿泊税に係るさらに細部の制度

設計を行っていくことになるが、その際には、納税される宿泊者の方々や特別徴収義

務者となる宿泊事業者等の方々、そして県民の方々に、宿泊税を課する趣旨、税の使

途、税の制度、そしてこの税を使って新たに生み出される行政サービスの受益につい

て、十分な納得をいただくことが何より肝要であることを認識していただきたい。 

 福岡県においては、本検討会議の提案を具体化するため、県民･関係者の方々の理

解を得る努力を重ねるとともに、県内市町村との調整を図りつつ、必要な検討をされ

るよう願いたい。 

 さらに、この税が導入された後にも、税導入の政策的効果や様々な影響を見極めつ

つ、所期の目的が達成されるよう、その着実な運用に留意されることを強く要望する

ものである。 

 最後に、福岡県には、本報告書の提言内容について、さらなる検討を深め、新たな

財源を活用した観光振興施策に県を挙げて取り組むことにより、県全体、ひいては九

州全体の観光の活性化の原動力となっていただくことを、心から期待する。 
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○ 福岡県観光振興財源検討会議 開催実績 

 

 開催日 議 題 

第１回 平成３０年７月１３日 

・福岡県観光の現状・課題について 

・福岡県の観光振興に向けた施策の方向性に 

ついて 

第２回 平成３０年８月２９日 

・第１回検討会議でいただいた意見等について 

・福岡県の観光振興に必要な施策について 

・観光振興財源確保策の比較検討について 

第３回 平成３０年１０月３１日 

・第２回検討会議でいただいた意見等について 

・福岡県の観光振興に必要な施策について 

・観光振興財源確保策のあり方について 

・「福岡県観光振興財源検討会議 報告書（案）」に 

ついて 

第４回 平成３０年１１月１６日 

・「福岡県観光振興財源検討会議 報告書（案）」に 

対するパブリックコメントの結果について 

・「福岡県観光振興財源検討会議 報告書（案）」に 

ついて 
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【資料集】 

 〔参考図表１〕延べ宿泊者数の地区別割合 

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査（Ｈ２９）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考図表２〕福岡市、北九州市宿泊者の周遊状況   

出典：「福岡県観光入込客推計調査アンケート（Ｈ２９）」  

アンケート回答数：3,528 件 

 うち宿泊者数 ： 937 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総数 

14,788,810 

※１ 従業員 10 人以上の施設を対象 

※２ 月間速報値の合計 

福岡市
宿泊数

うち福岡市
以外を周遊

割合

445 288 64.7

北九州市
宿泊者数

うち北九州市
以外を周遊

割合

136 63 46.3

（単位：件、％） 

※アンケート結果は１家族・１団体を
１件としてカウントしているため、 
件数＝人数とはならない。 

（単位：人泊） 

（調査概要） 
①対象者：福岡県内の観光地点を訪問している観光客 
②調査方法：調査員が回答者に調査票を渡し自記入形式で回答。 
③調査日：平成２９年２月１８日（１９日）、８月５日、９月２３日、１２月９日 
④調査地点：キャナルシティ博多、福岡タワー、太宰府天満宮、宗像大社、門司港レトロ地区、小倉城周辺、 

旧伊藤伝右衛門邸、田川市石炭・歴史博物館、柳川川下り等 １４地点 
※観光客（宿泊及び日帰り）が調査地点前後に訪問した観光地を調査表に記入。 
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 〔参考図表３〕訪日外国人の流動状況（国籍別） 

出典：国土交通省「ＦＦ‐Ｄａｔａ（訪日外国人流動データ）」 

① 福岡県→九州各県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４　訪日外国人の流動状況①（福岡県→九州各県、国籍別）（2016年）

本県から他県へ移動を行った外国人数：約142万人 うち約112万人が九州各県を訪問

※ 同じ人が複数回移動した場合は重複カウント
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② 九州各県→福岡県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４　訪日外国人の流動状況②（九州各県→福岡県、国籍別）（2016年）

他県から本県へ移動を行った外国人数：約151万人 うち約113万人が九州各県からの訪問

※ 同じ人が複数回訪問した場合は重複カウント
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〔参考図表４〕九州内の主要空港の就航状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考図表５〕観光庁「訪日外国人の消費動向調査（Ｈ２９）」 

（設問：『今回したことと次回したいこと』） 

出典：観光庁「訪日外国人の消費動向調査 平成２９年 年次報告書」から抜粋 
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〔参考図表６〕外国人旅行者が旅行中に困ったこと 

出典：福岡県「インバウンドに対するアンケート調査（Ｈ３０．８）」  

 

 

 

 〔参考図表７〕観光客の消費動向 

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」、「旅行・観光消費動向調査」 

   法務省「出入国管理統計」 
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 〔参考図表８〕福岡県観光振興指針（概要） 
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〔参考図表９〕福岡県観光振興指針における観光振興の基本的考え方と施策の 

方向性 
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 〔参考図表１０〕福岡県の平成３０年度観光関連予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向性 主な事業
主な事業の

予算額
うち観光局

世界遺産の保存、情報発信、来訪促進 69,753千円

美しいまちづくり支援活動、景観大会開催 11,215千円

天神中央公園・貴賓館等（福岡市）の整備 227,379千円

国指定文化財門司港駅（北九州市）の復元 21,624千円

大濠公園能楽堂（福岡市）の整備 60,639千円

食の魅力を活かした観光
の推進

福岡の食や酒をテーマにした旅行会社の招請や商談会開催 4,948千円

芸術文化活動プログラムの実施 21,786千円

九州の博物館を周遊できるミュージアムパスの運用拡大 1,324千円

伝統工芸産業、県産品等ブランド力強化 75,235千円 75,235千円

伝統的工芸品月間国民会議全国大会の開催 58,058千円 58,058千円

地域の観光資源を活用した体験プログラム等の整備 38,567千円 2,030千円

関門海峡ミュージアムの展示更新 323,350千円

九州自然歩道の標識等の再整備、案内板等の多言語標記 106,094千円

体験・交流・滞在型観光資源（トレイル・サイクリング）の開発 14,841千円 14,841千円

平成筑豊鉄道推進協議会による移動型レストラン及びマル
シェの整備支援

48,076千円

その他 1,725千円 55千円

1,084,614千円 150,219千円

歴史を活かした観光資源
の発掘、磨き上げ

文化・スポーツの集積を活
かした観光の推進

体験・交流・滞在型観光の
推進

小計

施策の方向性 主な事業
主な事業の

予算額
うち観光局

観光案内の充実 観光ガイド人材等の育成 2,707千円 130千円

観光案内所、宿泊施設等に対する多言語コールセンター設置 14,000千円 14,000千円

観光案内所等のWi-Fi整備、多言語対応への支援 5,725千円 5,138千円

多言語パンフレット作成、配布 6,846千円

インバウンドセミナーの開催、インバウンド協力店の情報発信 5,600千円 3,998千円

商店街のアーケード施設等の整備、イベント開催、多言語化
支援

14,796千円

移動しやすい交通基盤の
整備

北九州空港アクセス向上支援（リムジンバス） 49,961千円

災害時における情報提供 5,622千円

医療通訳派遣、医療に関する多言語コールセンター設置 14,284千円

交番等への多言語翻訳機能付きタブレット端末の整備 805千円

県警ＨＰの多言語専用ページ作成（落し物、交通ルール、災害
等）

17,545千円

テロ対策未然防止事業 16,399千円

その他 1,540千円

155,830千円 23,266千円小計

多言語対応の充実

観光客の安全・安心対策

施策の方向性 主な事業
主な事業の

予算額
うち観光局

県内各市町村のイベント、観光スポット、観光ルートなどの
情報発信

17,418千円 6,445千円

多言語情報サイト「アジアンビート」を活用した観光等情報
発信

29,748千円

観光素材説明会、相談会、旅行博への参加 5,029千円 1,953千円

ファッションイベントを活用した福岡の魅力発信 45,000千円 45,000千円

食の魅力を活用した誘客促進 21,230千円

海外メディア・旅行関係者の招請 5,894千円 5,894千円

福岡県観光パスポート「よかとこパスポート」による周遊
促進

16,268千円 16,268千円

よかもん広場（県庁展望室）での情報発信 24,306千円 24,306千円

県内総領事や友好提携都市等を通じた情報発信 34,826千円 1,412千円

「とんこつキャンペーン」など海外進出企業を活用した情報
発信

14,141千円 14,141千円

直行便がない国・地域と取引があるランド社等の招請 6,649千円 6,649千円

東京アンテナレストラン設置による情報発信 138,819千円

福岡空港、北九州空港を活用したインバウンド誘客 74,892千円 9,600千円

ＲＷＣに向けたセミナー、レセプション、プロモーションの
実施

37,134千円 15,800千円

交通事業者や旅行会社等と連携した旅行商品の造成 47,881千円 47,881千円

その他

519,235千円 195,349千円

国や地域毎の旅行者の
ニーズをとらえたプロモー
ション活動

海外進出企業、飲食店等と
の連携によるプロモーショ
ン活動

ゴールデンルートからの誘
客拡大

小計

広域連携による誘客拡大

主な事業
主な事業の

予算額
うち観光局

観光統計等の分析及び情報提供 10,092千円 10,092千円

福岡県観光連盟の事業への支援 128,390千円 128,390千円

九州観光推進機構の事業への支援 74,852千円 74,852千円

その他観光関係団体の事業への支援 42,457千円 42,457千円

日本版ＤＭＯ候補法人認定に向けた支援 10,269千円 10,269千円

その他 9,922千円 9,384千円

275,982千円 275,444千円小計
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 〔参考図表１１〕福岡県内市町村意見照会の結果（県に求める役割） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容
回答数

（複数回答）

観光振興を進めるための取組みへの財政的支援
　・多言語化や公衆トイレ整備等、受入環境充実への支援
　・観光に係るインフラ整備への支援　等

33

観光振興の体制強化に対する支援
　・観光施策の企画立案に必要なデータの提供
　・観光振興に係る各種セミナーや専門家による研修の実施
　・ＤＭＯ設立に向けた財政的支援　等

30

広域的な観光振興を推進するための調整役
　・広域的な観光ルートの設定
　・市町村をまたがるサイクリングルートの開発
　・広域的な観光プロモーション
　・県と市町村が連携した観光振興事業の実施　等

29

県全体の観光情報の発信等による誘客の取組み
　・ＳＮＳを活用した県全体の観光情報発信
　・インバウンド誘客に向けた取組み　等

4

その他
　・２次交通環境改善
　・外国人観光客への災害時対応の充実
　・観光客に対するマナー啓発　等

11

無回答 11
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〔参考図表１２〕観光振興に必要な取組みの概要 

  （１）観光振興に係る県と市町村の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２）福岡県が取組む必要がある観光振興施策と事業規模（概要イメージ） 
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【参考図表１３】福岡県の財政改革の状況① 
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【参考図表１３】福岡県の財政改革の状況② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】今後５年間の収支見通し（福岡県財政改革プラン２０１７） 

（１）改革措置を講じない場合 

（２）改革効果と財源不足への対応 

前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

3,881 △ 1,052 3,898 17 3,900 2 3,911 11 3,898 △ 13

2,195 4 2,206 11 2,243 37 2,276 33 2,325 49

3,258 118 3,308 50 3,395 87 3,498 103 3,597 99

2,010 △ 27 2,012 2 2,047 35 1,996 △ 51 1,992 △ 4

行政施策費 2,511 60 2,624 113 2,581 △ 43 2,576 △ 5 2,611 35

3,406 132 3,026 △ 380 3,097 71 3,192 95 3,204 12

17,261 △ 765 17,074 △ 187 17,263 189 17,449 186 17,627 178

8,015 △ 291 7,797 △ 218 7,937 140 8,190 253 9,107 917

872 48 896 24 912 16 942 30 44 △ 898

2,494 △ 281 2,504 10 2,554 50 2,513 △ 41 2,658 145

1,753 △ 220 1,728 △ 25 1,719 △ 9 1,701 △ 18 1,708 7

2,225 △ 10 2,225 0 2,193 △ 32 2,153 △ 40 2,134 △ 19

1,787 △ 126 1,774 △ 13 1,810 36 1,783 △ 27 1,776 △ 7

17,146 △ 880 16,924 △ 222 17,125 201 17,282 157 17,427 145

△ 200
財源不足額 （Ｃ）

（Ｂ）－（Ａ）
△ 115 △ 150 △ 138 △ 167

歳
入

県税等

地方譲与税

地方交付税

国庫支出金

県債

その他

計（Ｂ）

歳
出

人件費

公債費

社会保障費

投資的経費

市町村交付金等

計（Ａ）

区　　　分
29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

※ 上段（ ）書きは単年度効果額、下段は累積効果額。 

（３）改革措置を踏まえた収支見通し 

※ 表示単位未満四捨五入の関係で、積上げと合計が一致しない箇所がある。 

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

A △ 115 △ 150 △ 138 △ 167 △ 200 △ 770 

(6) (6) (6) (5) (2) (25)
6 12 18 23 25 84 

(55) (55) (55) (55) (55) (275)
55 110 165 220 275 825 
(9) (9) (10) (10) (11) (50)
9 9 10 10 11 50 

(2) (2) (2) (2) (2) (10)
2 4 6 8 10 29 

(25) (18) (16) (18) (25) (102)
25 18 16 18 25 102 

(97) (91) (89) (90) (95) (462)

97 153 215 279 346 1,090 

(27) (27) (27) (27) (27) (135)

27 54 81 108 135 405 

△ 45 △ 51 △ 3 4 11 △ 84 

　事務事業の見直し

　政　策　課　題　対　応　枠

　財政収入の確保

　建設事業の重点化

C

　改　革　効　果　額　計

　社会保障費の増加の抑制

　改革措置後の財源不足額
　　　　　　　　　　　　　　　 D＝A＋B－C

　人件費の抑制

項　　　　目

B

　改革措置前の財源不足額

29～33年度
5年間計

前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

3,875 △ 1,058 3,886 11 3,882 △ 4 3,887 5 3,872 △ 15

2,195 4 2,206 11 2,243 37 2,276 33 2,324 48

3,249 109 3,298 49 3,385 87 3,487 102 3,586 99

2,003 △ 34 1,995 △ 8 2,020 25 1,960 △ 60 1,946 △ 14

行政施策費 2,483 32 2,568 85 2,497 △ 71 2,464 △ 33 2,471 7

3,404 130 3,026 △ 378 3,097 71 3,192 95 3,204 12

17,209 △ 817 16,979 △ 230 17,124 145 17,266 142 17,403 137

8,026 △ 280 7,806 △ 220 7,947 141 8,200 253 9,118 918

872 48 896 24 912 16 942 30 44 △ 898

2,494 △ 281 2,504 10 2,554 50 2,513 △ 41 2,658 145

1,753 △ 220 1,728 △ 25 1,719 △ 9 1,701 △ 18 1,708 7

2,218 △ 17 2,211 △ 7 2,172 △ 39 2,124 △ 48 2,098 △ 26

1,801 △ 112 1,783 △ 18 1,817 34 1,790 △ 27 1,788 △ 2

17,164 △ 862 16,928 △ 236 17,121 193 17,270 149 17,414 144

11

31年度

△ 3
財源不足額 （Ｃ）

（Ｂ）－（Ａ）
△ 45 △ 51 4

その他

計（Ｂ）

歳
入

県税等

地方譲与税

地方交付税

国庫支出金

県債

市町村交付金等

計（Ａ）

投資的経費
歳
出

人件費

公債費

社会保障費

区　　　分
29年度 30年度 32年度 33年度

（単位：億円） 

（単位：億円） 

（単位：億円） 
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【参考図表１４】他の地方自治体における自主財源確保の事例① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考図表１５】他の地方自治体における自主財源確保の事例② 
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【参考図表１６】地方自治体の自主財源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考図表１７】財源確保手法の比較検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：全国知事会「第３回新しい地方税源と地方税制を考える研究会」資料を基に作成 
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 【参考図表１８】課税対象とする観光行動の比較検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


